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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「住民福祉・教育施策」に合致する事業であり、
当初予算で計上した「横町子ども公園整備事業」について、
より幅広い年齢層の子どもたちが楽しめる遊具を追加で整備し、
来年度の一般開放に向けてさらに魅力ある公園に整備する。

【事業内容】
・ターザンロープ （小学生高学年向け）
・ロッククライマー （小学生高学年向け）
・ステッパー （乳幼児向け）
・スロープ＆タラップ＆ボックス（乳幼児向け）

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

512万円 512万円 0円 予算書Ｐ14

●Ｒ４当初予算で整備中の横町児童公園の複合遊具に加えて、乳幼児から小学校高学年ま
で楽しめる遊具を追加し、さらに魅力のある公園に整備します。

横町子ども公園整備事業（追加分）

ふるさと納税活用事業
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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「防災・観光対策」に合致する事業であり、
老朽空き家を解体した天神地区の土地は、所有者の意向で町有地になったものの、
荒れ地状態となっており、大雨の際には隣接土地への土砂流出等も懸念されるため整備する。

【事業内容】
公共的施設整備事業等で多く使用されている「鉄鋼スラグ」は、アスファルトの約1/7の価格で
アスファルトよりも安価で水はけもよく、将来的に用途変更
する際にも加工しやすい。
この鉄鋼スラグを用いて整備することで、
町民へのフリースペースとして、天神地区の来客者駐車場など
汎用性を持たせることを目的とする。

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

129万円 129万円 0円 予算書Ｐ14

●老朽空き家の解体で空き地となり、所有者の好意で町有地になった土地をフリースペース
として活用できるよう整備します。

ふるさと応援イベント等フリースペース整備事業

ふるさと納税活用事業



事業費 補助額 ふるさと応援寄附金 町の負担

342万円 256万円 86万円 0円
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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「エンタメ業界と連携したまちづくり」に合致する事業
であり、これまで本町で展開してきた取組みをを更に発展させるため、
県内の若者を対象にエンタメ人材の育成を目的として『096k熊本歌劇団ジュニアスクール』
を実施する。
⇒将来の担い手を育成するとともに、観光をはじめとする本町への波及効果を創出することで、
地域産業の活性化を実現する。

【事業内容】
若者（中高生等）を対象に、プロの演劇・殺陣講師や096k熊本歌劇団を
講師として招き、演劇やダンスなどの基礎トレーニングや表現力の向上を
目指したワークショップ等を実施

（実施場所）町内及び熊本県内会場を予定
（実施回数）年度内に5回程度を予定

【その他】
熊本県の「地域づくり夢チャレンジ推進補助金」を活用予定（補助率3/4）

予算書Ｐ14

●「演劇」を目指す県内の若者の、夢への挑戦を支援します。

高森町エンタメチャレンジスクール事業

ふるさと納税活用事業

※ふるさと応援寄付金のうち「エンタメ業界と連携したまちづくり事業」に活用することを希望されている分を充当
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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「防災・観光対策」
に合致する事業であり、寄附の申出があった中心
市街地の土地を取得するために、既存建屋の解体や
整地に係る費用を町が負担する。
⇒空洞化が進行する本町中心市街地における対策
として土地を有効活用することで、
南阿蘇鉄道沿線地域公共交通計画に基づく
今後の全線復旧・高森駅周辺再開発に併せた、
「地域全体の活性化」に期待できる。

予算書Ｐ14

●経済活動の基盤となる町内中心部の土地を取得します。

高森町中心市街地空洞化対策負担金事業

ふるさと納税活用事業

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

5,500万円 5,500万円 0円

観光交流セン
ター

南阿蘇鉄道
高森駅

高森湧水トンネル

既存大型バス
【たかもり号】路線



●イベントをより多くの方に楽しんで頂くよう実施する経費を助成します。

【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「観光施策」「高齢者対策」に合致する事業であり、
新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている町内の観光関連事業所への支援
としての観光入込客数減少の下支え、増加と併せ町民の外出機会の増加を目指す。

【事業内容】
「熊本吹奏楽大演奏会」を更にブラッシュアップさせて今年度実施予定としているイベントに
ついては、観光誘客を主たる目的として、町外のファミリー層を
ターゲットにゲストの招致等を行い開催を検討している。

今回の追加分を活用し、敬老祝い金の増額等の高齢者外出応援
事業に併せて町内の高齢者もターゲットに加え、
今年度は老若男女問わず楽しめるイベントを企画・実施
することにより町民の外出機会の創出を図る。

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

400万円 400万円 0円 予算書Ｐ21

ふるさと納税活用事業 5

ふるさと応援イベント等事業負担金（追加分）



●新型コロナウイルス感染症に係る経営相談窓口の設置等に関する経費を助成します。

【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「観光施策」に合致する事業であり、
新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている町内の観光関連事業所の
アフターコロナを見据えた経済活性化の創出を目的として町内事業所に対して行う
経営相談窓口の設置に関する諸経費を助成します。

※相談窓口は高森町商工会に設置済み

【過去の相談等実績】

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

30万円 30万円 0円 予算書Ｐ21

ふるさと納税活用事業 6

ふるさと応援経営相談等支援事業

令和３年度 令和２年度

巡 回 ２２８件 ４６４件

窓 口 ６５２件 ５１２件
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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「防災・観光対策」等に合致する事業であり、
管内にある町道で砂利舗装等により通行に支障を来たしている区間について、
舗装や支障木伐採等の道路環境整備を行うことにより、
町民の皆様に安心安全に利用していただく。

【事業内容】
町道の砂利舗装路線の環境整備（舗装、支障木伐採等）

【その他】
事業規模や延長の関係で、国庫補助事業や地方債を活用
しての実施が困難な路線について、『今年度に限り』
ふるさと応援寄附金を財源として実施するもの。

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

1,000万円 1,000万円 0円 予算書Ｐ21

●高森町管内町道の砂利舗装区間がある路線において、通行に支障を来たしている箇所の
整備を行います。

ふるさと応援砂利舗装町道環境整備事業

ふるさと納税活用事業
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【事業の目的】
ふるさと納税の使途意向に沿った「住民福祉」に合致する事業であり、
高齢者福祉推進のため「高齢者用椅子」、それに対応した「折り畳み式座卓テーブル」
を追加購入し、各地域の公民館等へ無償で配布する。
（町長政策集：挑戦6/目標5「高齢者が『住み慣れた地域で健康に生活できる施策』を推進」）

【導入計画】
・折り畳み座卓テーブル 50台

※先に導入したものと同じ、高さ調節可能（5段階）
・椅子（高齢者等対応） 300脚

今回導入分を含めた総配布数は…
高森地区 10施設 テーブル120台・椅子294脚
色見地区 12施設 テーブル 75台・椅子234脚
草部地区 21施設 テーブル147台・椅子284脚
野尻地区 18施設 テーブル108台・椅子355脚

※地域の要望数等に基づき配布。

事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

198万円 198万円 0円 予算書Ｐ16

●各地域の公民館等へ高さ調節可能な折り畳み座卓テーブル及び椅子を導入します。

高齢者用折り畳み座卓テーブルおよび椅子導入（追加分）

ふるさと納税活用事業

寄附金を活用したことが
分かるシールがあります。
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事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

260万円 260万円 0円 予算書Ｐ20

●ふるさと納税の使途意向に沿った「観光施策」として、観光施設の空調機を整備します。

ふるさと応援観光施設空調整備

ふるさと納税活用事業

※指定管理運営協定書において、20万円以上の修繕
及び設備更新は町が負担することとなっている。

【奥阿蘇物産館空調設備工事】
当初、故障した旧機を修繕して環境整備を予定して
いたが、部品の生産中止により修繕ができない状況。
⇒早急に改新し、来館者への配慮に心がける。

【奥阿蘇キャンプ場空調設備工事】
町山間部での貴重な宿泊施設になるが、施設の設置から28年が
経過し、バンガローの空調機の故障が多発している状況。
⇒これから迎える冬季の寒波対策として、改新し利用者の
利便性を高める。
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事業費 ふるさと応援寄付金 町負担

700万円 700万円 0円 予算書Ｐ20

●耕作に支障をきたす未整備の農道を整備します。

農地耕作条件改善モデル事業

ふるさと納税活用事業

【現状と課題、事業の目的】
近年、農業機械等の大型化が進み、従来の農道では狭小となっていることに伴い、
やむを得ざる耕作放棄地となる農地も増加している。
⇒未整備の農道を整備することにより耕作条件の改善を図り、耕作放棄地の解消にも繋げる
ため、狭小農道の拡幅、未舗装農道の舗装を実施する。

※ふるさと納税の使途意向に沿った「産業施設」
に合致する事業

【事業内容】
町が示した条件に合う農道を選定し、工事を実施。
（本事業をモデル化し、今後展開していく予定。）

【主な対象条件】※詳細は農林政策課まで（℡:62-2915）
・受益面積1ha以上（特定農山村地域では0.5ha以上）
・関係耕作者数2戸以上
・耕作放棄地解消の場合は施工後5年間の耕作者の確保及び
当該地で営農する旨の確約が得られること（耕作放棄地解消補助事業あり）

・関係者等の全ての承諾が得られていること

【実例】
令和3年度実施
中山地区
（大字色見）

写真①工事前
写真②工事後

❶

❷


